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小・中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 「総則編」平成２９年７月 文部科学省 

 第１章 総説 

  １ 改訂の経緯及び基本方針 

  （２）改訂の基本方針 

    今回の改訂は中央教育審議会答申を踏まえ、次の基本方針に基づき行った。 

    ① 今回の改訂の基本的な考え方 

     ア 教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生

かし、子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを目指

す。その際、子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に

開かれた教育課程」を重視すること。 

     イ 知識及び技能の習得と思考力、判断力、表現力等の育成のバランスを重視する平成２０

年度改訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質をさらに高

め、確かな学力を育成すること。 

     ウ 先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の

充実により、豊かな心や健やかな体を育成すること。 

    ② 育成を目指す資質・能力の明確化 

     中央教育協議会答申においては、予測困難な社会の変化に主体的に関わり、感性を豊かに働

かせながら、どのような未来を創っていくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしてい

くのかという目的を自ら考え、自らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手とな

る力を身に付けられるようにすることが重要であること、こうした力は全く新しい力というこ

とではなく学校教育が長年その育成を目指してきた「生きる力」であることを改めて捉え直し、

学校教育がしっかりとその強みを発揮できるようにしていくことが必要とされた。また、汎用的

な能力の育成を重視する世界的な潮流を踏まえつつ、知識及び技能と思考力、判断力、表現力等

をバランスよく育成してきた我が国の学校教育の蓄積を生かしていくことが重要とされた。 

     このため「生きる力」をより具体化し、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を、ア

「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」、イ「理解している

こと・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育

成）」、ウ「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそ

うとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」の三つの柱に整理するとともに、各教科等の

目標や内容についても、この三つの柱に基づく再整理を図るよう提言がなされた。 

     今回の改訂では、知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むために「何のために学ぶ

のか」という各教科等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引

き出していくことができるようにするため、全ての教科等の目標及び内容を「知識及び技能」、

「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱で再整理した。 

    ③ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 

    ④ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進 

    ⑤ 教育内容の主な改善事項 
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【参考】 

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい

て」（答申） 平成２８年１２月２１日 中央教育審議会 

第１部 学習指導要領等改訂の基本的な方向性 

 第８章 子供一人一人の発達をどのように支援するか ―子供の発達を踏まえた指導― 

  １．学習活動や学校生活の基盤となる学級経営の充実 

    ○ …学校は、今を生きる子供たちにとって、未来の社会に向けた準備段階としての場である 

と同時に、現実の社会との関わりの中で、毎日の生活を築き上げていく場でもある。 

  ２．学習指導と生徒指導 

    ○ 生徒指導については、今回整理された資質・能力等も踏まえて、改めて、一人一人の生徒の 

健全な成長を促し、生徒自ら現在及び将来における自己実現を図っていくために必要な力の 

育成を目指すという意義を捉え直していくことが求められる。 

    ○ 学習指導においても、子供一人一人に応じた「主体的・対話的で深い学び」を実現していく

ために、子供一人一人の理解（いわゆる児童生徒理解）の深化を図るという生徒指導の基盤や、

子供一人一人が自己存在感を感じられるようにすること、教職員と児童生徒の信頼関係や児

童生徒相互の人間関係づくり、児童生徒の自己選択や自己決定を促すといった生徒指導の機

能を生かして充実を図っていくことが求められる。 

  ３．キャリア教育（進路指導を含む） 

    ○ キャリア教育は、子供たちに社会や職業との関連を意識させる学習であることから、その 

実施に当たっては、地域との連携が不可欠である。各学校が育成を目指す資質・能力を共有し 

ながら、地域全体で子供の社会的・職業的自立に向けた基盤を作っていくことができるよう地 

域との連携・協働を進めていく必要がある。 

  ４．個に応じた指導 

    ○ …一人一人の課題に応じた「主体的・対話的で深い学び」を実現し、学びの動機付けや幅広

い資質・能力の育成に向けた効果的な取組を展開していくことによって、学校教育が個々の家

庭の経済事情等に左右されることなく、子供たちに必要な力を育んでいくことが求められる。

その際、教職員定数などの指導体制の確立やＩＣＴ環境などの教育インフラの充実まど必要

な条件整備が重要であることは言うまでもない。 

  ５．教育課程全体を通じたインクルーシブ教育システムの構築を目指す特別支援教育 

    ○ 障害者理解や交流及び共同学習については、グローバル化など社会の急激な変化の中で、

多様な人々が共に生きる社会の実現を目指し、一人一人が、多様性を尊重し、協働して生活し

ていくことができるよう、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」と関連付けながら、学校

の教育活動全体での一層の推進を図ることが求められる。 

  ６．子供の日本語の能力に応じた支援の充実 

    ○ …海外から帰国した児童生徒や外国人児童生徒がどのような年齢・学年で日本の学校教育 

を受けることになったとしても、一人一人の日本語の能力に応じた支援を受け、学習や生活の

基盤を作っていくことができるよう… 
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「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について 

～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の構築～（中間まとめ） 

令和４年１０月５日 中央教育審議会 「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会 

 第Ⅱ部 各論 

  １．「令和の日本型学校教育」を担う教師に求められる資質能力 

  （１）教師に求められる資質能力の再整理 

     教師に求められる資質能力については、平成２９年３月に策定された「公立の小学校等の校

長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」においても、指標に盛り込む

べき内容に係る観点として、 

    ・教職を担うに当たり必要となる素養（倫理観、使命感、責任感、教育的愛情、総合的な人間性、 

コミュニケーション力、想像力、自ら学び続ける意欲及び研究能力） 

    ・教育課程の編成、教育又は保育の方法及び技術に関する事項（カリキュラム・マネジメントに

よる教育活動の充実、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善、情報手段や教材・

教具、情報機器の活用を含む） 

    ・学級経営、ガイダンス及びカウンセリングに関する事項 

    ・幼児理解、児童理解、生徒理解及び生徒指導・キャリア教育に関する事項（いじめ等児童生徒

の問題行動への対応、不登校児童生徒への支援、情報モラルに関する理解を含む） 

    ・特別な配慮を必要とする幼児、児童及び生徒への指導に関する事項（障害のある幼児、児童及

び生徒への指導を含む） 

    ・学校運営に関する事項（学校安全への対応、家庭や地域との連携及び協働、関係機関及び学校

間の連携・接続を含む） 

    ・他の教職員との連携及び協働に係る事項（若手教員の育成を含む） 

    が列挙された。 

     一方、令和３年答申が示した教師像を、「教職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続

的に新しい知識・技能を学び続け、子供一人一人の学びを最大限に引き出す教師としての役割を

果たしている。その際、子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力も備えている」と示

していること。また、具体的に必要な資質能力として、ファシリテーション能力やＩＣＴ活用指

導力等が挙げられていることなども踏まえ、構造的に再定義する必要がある。 

     …（中略） 

     こうした考え方を踏まえ、文部科学省は、令和４年８月３１日に指針を改正した。その中で

は、各自治体が指標を定める際の柱を、以下の５項目に整理した。 

    ① 教職に必要な素養 

    ② 学習指導 

    ③ 生徒指導 

    ④ 特別な配慮や支援を必要とする子供への対応 

    ⑤ ＩＣＴや情報・教育データの利活用 
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